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こ
こ
ま
で
の
相
談
場
所
・
問
い

合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課
（
☎

37
２
１
４
４
）

生
活
困
り
ご
と
相
談

　

経
済
的
な
困
り
ご
と
な
ど
、
気

軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）、
8
時
30
分
～
17
時
、

生
活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
は
ま
な

す
館
）
内　

☎
36
２
０
１
５
）

市
民
相
談

●
日
時
　
毎
日
（
土
、
日
、
祝
日

を
除
く
）
8
時
30
分
～
17
時

交
通
事
故
相
談

●
日
時

①
10
月
10
日
（
木
）

②
10
月
24
日
（
木
）

9
時
～
17
時

多
重
債
務
相
談

●
日
時
　
毎
日
（
土
、
日
、
祝
日

を
除
く
）
8
時
30
分
～
17
時

　

必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
相
談
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

東
日
本
大
震
災

無
料
困
り
ご
と
相
談
・

法
律
相
談
会

　

震
災
に
よ
り
、
法
律
問
題
や
税

金
問
題
で
お
悩
み
の
方
、
そ
の
ほ

か
生
活
全
般
の
困
り
ご
と
が
あ
る

方
を
対
象
に
無
料
法
律
相
談
を
行

い
ま
す
。
ど
ん
な
相
談
で
も
構
い

ま
せ
ん
。

　

ど
う
ぞ
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

平
日　

13
時
～
17
時

※
曜
日
に
よ
っ
て
相
談
員
・
相
談

　

時
間
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
左

　

記
の
相
談
員
の
項
目
で
確
認
く

　

だ
さ
い
。

●
相
談
員　

福
島
県
弁
護
士
会
、

相
馬
市
四
団
体
協
議
会
（
司
法
書

士
会
・
税
理
士
会
・
行
政
書
士
会
・

土
地
家
屋
調
査
士
会
）、
福
島
県

社
会
保
険
労
務
士
会

▽
弁
護
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
、
離
婚
、

相
続
問
題
、
労
働
問
題
、
金
銭
ト

ラ
ブ
ル

月
・
木
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
司
法
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
相
続
手
続
き
、

売
買
、
贈
与
、
登
記
、
会
社
、
法

人
設
立
、
変
更
登
記

火
・
水
・
金
曜
日　

13
時
～
16
時

▽
税
理
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
所
得
税
、
相
続

　

日
常
生
活
の
悩
み
な
ど
、
法
律

的
な
観
点
か
ら
無
料
で
相
談
を
行

い
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
生
活
環
境
課
ま

で
予
約
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

10
月
15
日
（
火
）

10
時
～
12
時

消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
・
商
品
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
に
つ
い
て
。

●
日
時　

毎
日
（
土
、
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
8
時
30
分
～
17
時

税
、
贈
与
税
、
法
人
税

金
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
行
政
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
農
地
転
用
許
可

申
請
、
そ
の
他
官
公
庁
許
認
可
申

請月
曜
日　

13
時
～
15
時

▽
土
地
家
屋
調
査
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
分
筆
、
測
量
、

土
地
建
物
の
調
査

水
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
社
会
保
険
労
務
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
雇
用
保
険
、
労

災
保
険
、
健
康
保
険
、
休
業
手
当
、

解
雇
、
年
金
問
題

木
曜
日　

13
時
～
15
時

行
政
相
談

無
料
法
律
相
談
会

●
日
時

①
10
月
7
日
（
月
）

②
10
月
21
日
（
月
）

13
時
～
16
時
30
分

　

今
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
消
費
税

増
税
に
よ
り
所
得
の
少
な
い
方
や

乳
幼
児
の
い
る
子
育
て
世
帯
の
消

費
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も

に
、
地
域
の
消
費
喚
起
を
図
る
た

め
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売

し
ま
す
。

※
商
工
会
議
所
が
実
施
す
る
「
が

　
ん
ば
ろ
う
相
馬
！
ス
ー
パ
ー
プ

　
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
と
は
異
な

　
り
ま
す
。

●
対
象
者

①
平
成
31
年
度
住
民
税
非
課
税
者

※
住
民
税
課
税
者
と
生
計
同
一
の

　

配
偶
者
や
扶
養
親
族
を
除
く
。

※
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
を
除
く
。

②
平
成
28
年
4
月
2
日
～
令
和
元

年
9
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子

の
世
帯
主

※
①
に
該
当
す
る
方
に
は
申
請
書

　

を
、
②
に
該
当
す
る
方
に
は
引

　

換
券
を
送
付
し
ま
し
た
。

●
購
入
額　

1
人
あ
た
り
４
、
０

０
０
円
で
５
、
０
０
０
円
分
の
商

品
券
を
最
大
5
セ
ッ
ト
（
２
５
、

０
０
０
円
分
）ま
で
購
入
で
き
ま
す
。

●
購
入
場
所　

市
役
所
1
階
社
会

福
祉
課

●
購
入
期
間　

10
月
6
日
（
日
）

～
12
月
27
日
（
金
）

●
商
品
券
使
用
有
効
期
間

10
月
6
日
（
日
）
～
令
和
2
年
2

月
29
日
（
土
）

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

（
☎
37
２
１
７
１
）

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売
し
ま
す

詳細はこ
ちらから

統計調査員を

募集しています
　市は、統計調査員として、国が実施
する統計調査の業務に従事いただける
方を募集しています。
　統計調査員に関心がある方は、問い
合わせください。

◎統計調査員が集めたデータは、国や
自治体などの施策に反映されますの
で、非常にやりがいのある仕事です。

●主な仕事
国勢調査（５年ごと）、経済センサス
基礎調査（５年ごと）、全国家計構造
調査（５年ごと）、農林業センサス（５
年ごと）、工業統計調査（毎年）など

●問い合わせ先　
企画政策課（☎ 37-2218）

そ
募
集
中

平
成
31
年
度
住
民
税
非
課
税
者
な
ど
が
対
象

お知 せら
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※診療時間は 9:00 ～ 16:00

休日の当番歯科医

休日の当番医

献血に協力を
月日 時間 場所

10 月 4 日（金）
10:00 ～ 11:00 ソマ ( 株 )

11:30 ～ 12:15 ( 株 ) サンエイ海苔

10 月 20 日（日）
10:00 ～ 12:00 ショッピングタウンベガ

イオン相馬店13:30 ～ 16:30

10 月の行事予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（9 月 15 日現在）

月日 行事名 時間 場所

10 月 2 日（水） 第 52 回相馬市交通安全総ぐるみ大会 13:30 市民会館

10 月 6 日（日）
秋祭り（例大祭） ー

相馬神社神楽殿
相馬御神楽大会 11:00

10 月 12 日（土）
～ 13 日（日） 第 37 回相馬民謡全国大会 ※ 市民会館

10 月 31 日（木） 令和元年度第 60 回相馬・新地小・
中学校音楽祭 8:30 市民会館

※採血は医師の診断の上、行います。
※ 9 月 15 日号広報そうまに掲載した日程に変更があります。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00
※救急医療病院は公立相馬総合病院（☎ 36-5101）
　　　　　　　　相馬中央病院　  　（☎ 36-6611）

大阪府出身。平成 17 年弁護
士登録。大阪の法律事務所で
4 年勤務後、日本弁護士連合
会などの支援で設置された公
設事務所（秋田県大館市）
に所長として赴任（6 年間）。
平成 28 年 4 月より現職（福
島県弁護士会会員）。

エッセー　

法律あれこれ

弁護士 小津充人

信
じ
る
者
は
救
わ
れ
…
て
欲
し
い

企画政策部　参事

　

本
紙
で
特
殊
詐
欺
を
特
集
す
る

と
い
う
情
報
を
得
た
の
で
、
そ
れ

を
信
じ
て
本
稿
の
題
材
に
し
て
み

ま
す
。「
特
殊
詐
欺
」と
は
何
か
？

に
つ
い
て
は
特
集
に
譲
り
ま
す
が
、

典
型
例
は
「
振
り
込
め
詐
欺
」
で

す
。
た
だ
、「
だ
ま
し
」
だ
け
で

な
く
、時
に
は「
脅
し
」や「
盗
み
」

の
手
口
も
使
わ
れ
ま
す
。
特
殊
詐

欺
は
犯
罪
で
す
。
高
額
短
期
の
ア

ル
バ
イ
ト
と
誘
わ
れ
て
「
受
け
子

（
被
害
者
か
ら
金
銭
を
受
領
す
る

役
）」
や
「
出
し
子
（
振
り
込
ま

れ
た
金
銭
を
銀
行
口
座
か
ら
引
き

出
す
役
）」
を
し
て
も
、
金
銭
の

融
資
と
引
き
換
え
に
携
帯
電
話
や

預
金
口
座
（
通
帳
・
暗
証
番
号
な

ど
）
を
譲
り
渡
し
て
も
犯
罪
で
す
。

犯
罪
集
団
の
片
棒
を
か
つ
い
だ
と

し
て
、「
組
織
犯
罪
処
罰
法
」
が

適
用
さ
れ
、
通
常
の
詐
欺
罪
よ
り

重
く
処
断
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
詐
欺
師
に
だ
ま
さ
れ
・
利

用
さ
れ
、
加
害
者
、
し
か
も
、
最

も
検
挙
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
使

い
捨
て
の
末
端
構
成
員
に
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
は
意
外
と
身
近
に
転

が
っ
て
い
ま
す
…
が
、
読
者
を
犯

罪
予
備
軍
と
し
て
見
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
念
の
た
め
。

　

さ
て
、
気
を
取
り
直
し
て
、
純

粋
な
被
害
者
の
目
線
で
。
ま
ず

は
、
文
書
や
メ
ー
ル
が
届
く
タ
イ

プ
の
詐
欺
に
つ
い
て
。
弁
護
士
共

通
認
識
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
よ

く
で
き
て
い
る
」
と
感
心
す
る
よ

う
な
文
書
に
は
出
会
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
弁
護

士
が
現
物
を
見
れ
ば
、
５
秒
程
度

で
、
詐
欺
か
否
か
の
判
別
が
可
能

で
す
。
た
ぶ
ん
。
大
根
役
者
の
地

方
訛
り
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
５
秒
経
過
後
も
し
っ

か
り
読
み
ま
す
。
詐
欺
で
あ
っ
て

も
、
相
談
者
へ
の
助
言
の
ヒ
ン
ト

が
隠
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す

し
、
よ
く
よ
く
読
め
ば
、
相
手
方

の
言
葉
が
足
り
な
い
だ
け
で
、
詐

欺
で
は
な
い
が
、
ト
ラ
ブ
ル
の
種

は
存
在
す
る
と
い
う
事
案
か
も
し

れ
な
い
の
で
。
他
方
、
電
話
で
の

詐
欺
は
注
意
が
必
要
で
す
。
一
般

論
で
い
う
と
、「『
本
人
だ
け
』
で
、

『
直
ち
に
決
断
』
を
迫
る
や
か
ら

は
怪
し
い
」
と
整
理
し
て
お
け
ば
、

多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
は
回
避
可
能
な

の
で
す
が
、
詐
欺
師
は
、
高
齢
で

判
断
能
力
が
低
下
し
た
人
や
、
そ

う
で
な
い
人
で
も
、
家
族
の
不

祥
事
・
思
い
が
け
な
い
利
益
の
提

示
な
ど
で
判
断
能
力
を
低
下
さ
せ

ま
す
。
渦
中
の
当
事
者
が
、
本
人

だ
け
で
、
直
ち
に
、
冷
静
な
判
断

を
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。

特
に
、
家
族
の
会
社
で
の
犯
罪
行

為
な
ど
を
持
ち
出
さ
れ
る
と
、
第

三
者
に
助
け
を
求
め
る
と
い
う
逃

げ
道
も
封
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で

便
利
な
の
が
弁
護
士
で
す
。
守
秘

義
務
を
負
い
、
警
察
も
含
め
他
人

に
情
報
を
漏
ら
し
ま
せ
ん
。
し
か

も
、
本
当
に
犯
罪
で
あ
れ
ば
、
刑

事
事
件
と
し
て
、
傷
口
を
最
小
限

に
と
ど
め
る
た
め
の
活
動
も
期
待

で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
詐
欺
師
に

払
お
う
と
す
る
金
額
を
考
え
れ
ば
、

相
談
料
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
ま

す
。
市
役
所
で
の
法
律
相
談
と
い

う
方
法
も
あ
る
の
で
、
信
用
し
て

欲
し
い
な
ぁ
…
弁
護
士
を
。

10 月 6 日（日 ) 米 村 胃 腸 科 内 科 医 院 中 村 一 丁 目 35-2880

10 月 13 日（日 ) すぎやまこどもクリニック 大曲字大毛内 26-5111

10 月 14 日（月 ) 大 石 医 院 中 村 字 大 町 35-3451

10 月 20 日（日 ) 菅 野 医 院 新地町谷地小屋 63-2388

10 月 22 日（火 ) 菜のはなこどもクリニック 中 村 字 川 沼 36-8739

10 月 27 日（日 ) 浜通りふれあい診療所 沖ノ内一丁目 26-7100

10 月 6 日（日 ) 大 町 病 院 南相馬市原町区 24-2333

10 月 13 日（日 ) 馬 陵 歯 科 診 療 所 中 村 字 塚 田 36-1888

10 月 14 日（月 ) 鈴 木 歯 科 医 院 南相馬市原町区 23-2707

10 月 20 日（日 ) 木 幡 歯 科 医 院 南相馬市鹿島区 46-2244

10 月 22 日（火 ) 新 開 歯 科 医 院 中村字宇多川町 36-3214

10 月 27 日（日 ) い し ば し 歯 科 南相馬市原町区 23-6022

※民謡大会の詳細は千客万来館（☎ 26-4848）まで問い合わせください。
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辰
巳
琢
郎
氏
が
語
る
＆
語
り
合
う

ま
ち
の
魅
力
、
食
の
魅
力

　

相
馬
地
方
市
町
村
会
は
、
私
た

ち
が
暮
ら
す
ま
ち
の
未
来
を
考
え

る
機
会
と
し
て
、
講
師
に
辰
巳
琢

郎
氏
を
迎
え
て
公
開
講
座
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
来
場
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

10
月
21
日
（
月
）
13
時

30
分

※
開
場
＝
13
時

●
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

●
講
師　

辰
巳
琢
郎 

氏
（
俳
優
、

観
光
庁
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

●
内
容

▽
第
一
部
＝
基
調
講
演
「
ま
ち
の

魅
力
、
食
の
魅
力
」

▽
第
二
部
＝
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン　

土
砂
災
害
防
止
法　

　
　
　
　

基
礎
調
査
結
果
の
公
表

　

県
は
、
土
砂
災
害
か
ら
県
民
の

命
を
守
る
た
め
、
土
砂
災
害
防
止

法
に
基
づ
き
、「
土
砂
災
害
の
危

険
性
の
あ
る
区
域
図
（
基
礎
調
査

の
結
果
）」
を
相
双
建
設
事
務
所

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま

す
。

　

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
や
避

難
経
路
な
ど
に
危
険
な
区
域
が
な

い
か
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
、
い
ざ

と
い
う
時
に
落
ち
着
い
て
避
難
で

相双建設事務所
のホームページ

↓

第
8
回
相
馬
市
子
ど
も
駅
伝
競
走
大
会　

参
加
チ
ー
ム
募
集

　

馬
陵
通
り
と
田
町
通
り
で
開
催

す
る「
子
ど
も
駅
伝
」の
参
加
チ
ー

ム
を
募
集
し
ま
す
。

　

多
数
の
参
加
と
声
援
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
日
時　

11
月
23
日
（
土
）

▽
開
会
＝
8
時
30
分

▽
閉
会
＝
13
時
こ
ろ
予
定

※
小
雨
決
行
（
荒
天
中
止
）

●
場
所
・
コ
ー
ス　

田
町
・
上
町
・

北
町
地
内
（
左
図
の
と
お
り
）

●
参
加
資
格　

市
内
外
の
幼
稚
園

・
保
育
園
児
、小
学
生
、中
学
生（
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
単
位
も
含
む
）
お

よ
び
一
般
の
部
（
高
校
生
以
上
）

と
し
、
自
力
で
完
走
可
能
な
方

●
チ
ー
ム
編
成　

監
督
1
人
・
選

手
5
人
（
補
欠
1
人
追
加
可
）

※
一
般
の
部
（
高
校
生
以
上
）
を

　

除
き
、
監
督
は
選
手
の
保
護
者

　

と
し
、
チ
ー
ム
編
成
は
学
校
な

　

ど
の
単
位
に
限
ら
ず
、
友
人
知

　

人
で
も
可
と
し
ま
す
。

※
各
チ
ー
ム
と
も
任
意
の
チ
ー
ム

　

名
を
決
め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

　

同
一
チ
ー
ム
名
と
な
っ
た
場
合

お

堀

ＮＴＴ

お

堀

中一小

市民会館
銀行

銀行

公園

〒

第二
体育館
（建設中）

馬 陵 通 り

田

町

通

り

スポーツ

アリーナ

そうま

駅伝コース

お 堀

田町

駐車場

大会本部

救護所
Ｐ

千客万来館

Ｐ

市役所

Ｐ

Ｐ

●駅伝コース

　

は
先
着
順
と
し
ま
す
。

●
参
加
費　

無
料

●
競
技
部
門

▽
走
行
距
離　

500
ｍ
×
5
人

①
小
学
生
3
・
4
年
女
子
の
部

②
小
学
生
3
・
4
年
男
子
の
部

③
小
学
生
1
・
2
年
の
部

▽
走
行
距
離　

100
ｍ
×
5
人

④
幼
稚
園
・
保
育
園
児
の
部

▽
走
行
距
離　

500
ｍ
×
2
人
+
１

㎞
×
3
人

⑤
小
学
生
5
・
6
年
女
子
の
部

⑥
小
学
生
5
・
6
年
男
子
の
部

▽
走
行
距
離　

1
㎞
×
5
人

⑦
中
学
生
女
子
の
部

⑧
中
学
生
男
子
の
部

⑨
一
般
の
部
（
高
校
生
以
上
）

※
③
、
④
は
男
女
混
合

※
各
部
門
と
も
申
し
込
み
チ
ー
ム

　

数
に
応
じ
て
変
更
す
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　

10
月
17
日
（
木
）

●
申
し
込
み
方
法　

市
役
所
1
階

生
涯
学
習
課
、
ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー

ナ
そ
う
ま
に
用
意
し
て
あ
る
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯

学
習
課
（
☎
37
２
２
７
８
）

●
入
場
料　

無
料

※
入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

●
入
場
整
理
券　

一
人
に
つ
き
５

枚
ま
で
配
布
し
ま
す
。

※
無
く
な
り
次
第
終
了
。

●
配
布
場
所　

▽
市
民
課
▽
企
画

政
策
課
▽
各
公
民
館
▽
図
書
館
▽

市
民
会
館

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
地
方
市

町
村
会
（
☎
35
４
０
２
１
）

き
る
よ
う
、
活
用
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

県
相
双
建

設
事
務
所
河
川
砂
防
課
（
☎

26
１
２
６
０
）

お知 せら
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10
月
下
旬
、
次
の
要
件
を
満
た

し
た
方
へ
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
を
送
付
し
ま
す
。
当
認
定
書

に
よ
り
、
年
末
調
整
お
よ
び
確
定

申
告
の
際
に
所
得
税
お
よ
び
住
民

税
の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
要
件

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
1
以
上
の

認
定
を
受
け
、
か
つ
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
方

②
現
在
、
市
の
介
護
保
険
の
被
保

険
者
で
、
認
定
の
有
効
期
間
が
今

年
の
12
月
31
日
以
降
の
方
。

※
12
月
31
日
よ
り
前
に
認
定
期
間

　

を
迎
え
る
方
や
現
在
要
介
護
認

　

定
の
申
請
中
の
方
は
、
新
た
な

　

要
介
護
認
定
が
確
定
し
た
場
合

　

1
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
今
年
亡
く
な
ら
れ
た
方
や
転
出

　

さ
れ
た
方
の
認
定
書
は
申
請
に

　

よ
り
交
付
し
ま
す
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
（
☎
37
３
０
６
５
）

要介護認定を受けている方へ

「障害者控除
　対象者認定書」

を送付します

ＢＲＯＮＺＥ　道心
“被災地復興応援ライブ
　in相馬　セカンドライブ”

暮
ら
し
を
便
利
に
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
）
は
、
本
人
確
認
の

た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
る
ほ
か
、
住
民
票
や
印
鑑
登

録
証
明
書
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

で
の
取
得
、
国
税
の
確
定
申
告
な

ど
自
宅
で
電
子
申
請
手
続
き
に
利

用
で
き
、
２
０
２
１
年
3
月
以
降

に
は
健
康
保
険
証
と
し
て
使
用
で

き
る
予
定
で
す
。

●
郵
送
に
よ
る
申
請　

通
知
カ
ー

ド
と
と
も
に
送
付
さ
れ
て
い
る
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
に

署
名
ま
た
は
記
名
押
印
し
、
顔
写

真
を
貼
り
、
封
筒
に
入
れ
て
次
の

送
付
先
ま
で
送
付
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
封
筒
（
切
手
不
要
）
は
、

　
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

　

ム
機
構　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　

ド
総
合
サ
イ
ト
」
よ
り
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
す
る
か
、
市
役
所
1
階

　

市
民
課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す

　

の
で
利
用
く
だ
さ
い
。

《
送
付
先
》

〒
２
１
９
―
８
７
３
２　

日
本
郵

便
株
式
会
社　

川
崎
東
郵
便
局　

郵
便
私
書
箱
第
２
号　

地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構　

個
人

番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
受
付
セ

ン
タ
ー

●
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
申
請
　
交
付

申
請
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

net.kojinbango-card.go.jp

）
に

ア
ク
セ
ス
し
、
必
要
事
項
を
入
力

の
上
、
顔
写
真
を
添
付
し
て
送
信

し
ま
す
。

●
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
申
請

　

交
付
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
込
み
、
申
請
用
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
画
面
に
従
っ

て
必
要
事
項
を
入
力
の
上
、
顔
写

真
を
添
付
し
て
送
信
し
ま
す
。

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

　

市
民
課
か
ら
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
交
付
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知

書
兼
照
会
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

通
知
書
を
確
認
の
上
、
市
役
所

1
階
市
民
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課
（
☎

37
２
１
３
８
）

年末年始もマイナンバーカードで、各種証明書がコンビニなどで取得できます
●取得できる証明書の種類
▽住民票の写し（本人、本人と同一世帯の方、世帯
全員）
▽印鑑登録証明書（本人のみ）
▽戸籍全部・個人事項証明書（本人記載のある除籍
されていないもの）
▽戸籍の附票の写し
▽所得・課税証明書（本人、本人と同一世帯の方）
▽所得証明書（本人、本人と同一世帯の方）
●手数料　１通 200 円（戸籍全部・個人事項証明書
は１通 450 円）
●利用できるコンビニ店舗など
▽セブン - イレブン▽ローソン▽ファミリーマート
▽ミニストップ▽相馬郵便局
●利用できる時間など
▽ 6 時 30 分～ 23 時（土日、祝日、年末年始も利用

できます。）
※相馬郵便局は営業日の 9 時～ 16 時。
※個人番号カードに登載されている「利用者証明用
　電子証明書」が有効になっていることが必要です。
※住民基本台帳カードでは、「住民票の写し」、「印
　鑑登録証明書」のみ取得できます。そのほかの証
　明書を取得するには、個人番号カード（マイナン
　バーカード）が必要です。
●次の住民票、戸籍証明書は、コンビニなどで取得
できませんので、市民課で申請ください
▽個人番号（マイナンバー）入りの住民票▽住民票
の除票や改製原住民票▽本人が除籍となっている戸
籍全部・個人事項証明書▽除籍全部・個人事項証明
書▽改製原戸籍全部・個人事項証明書

　　●問い合わせ先　市民課（☎ 37-2138）
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お知 せら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

歯
科
口
腔
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
歯
科
健

康
保
持
お
よ
び
疾
病
予
防
な
ど
の

た
め
、
次
の
内
容
で
歯
科
口
腔
健

康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

歯
の
健
康
は
、
口
腔
状
態
の
悪

化
に
よ
る
歯
周
病
予
防
や
、
噛
む

力
の
低
下
に
よ
る
誤
え
ん
性
肺
炎

予
防
の
た
め
に
と
て
も
重
要
で

す
。
こ
の
機
会
に
歯
科
口
腔
健
康

診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者　

県
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
で
、
昭
和
18
年
4
月

2
日
か
ら
昭
和
19
年
4
月
1
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
方
（
前
年
度
中
に

75
歳
に
達
し
た
方
）

●
健
診
項
目　

▽
問
診
▽
口
腔
内

診
査
▽
口
腔
機
能
検
査

●
健
診
費
用　

無
料

●
健
診
期
限　

11
月
30
日
（
土
）

●
留
意
事
項

①
対
象
歯
科
医
院
で
実
施
し
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
5
月
下
旬
に
各

対
象
者
に
送
付
し
た
案
内
状
を
確

認
く
だ
さ
い
。

②
歯
科
健
診
が
無
料
で
受
診
で
き

る
の
は
1
回
で
す
。

③
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
避
難
し

て
い
る
方
も
、
避
難
先
で
受
診
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

④
長
期
入
院
さ
れ
て
い
る
方
や
介

護
施
設
へ
入
所
さ
れ
て
い
る
方

は
、
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
（
☎
０
２
４
―

５
２
８
―
9
0
2
4
）

障がい者
就職面接会

　障がい者の就職促進と就職機
会の拡大を図るため、就職を希
望する障がい者と企業の人事担
当者との個別面接会を開催しま
す。
●日時　10月 24日（木）
13 時 30 分～ 15 時 30 分
●場所　ゲストハウス・ヒル
トップ・N リゾート・フェリー
チェ
●問い合わせ先　
ハローワーク相双　求人・専門
援助部門（☎ 24-3531）

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
制
度

　

重
度
の
障
が
い
に
よ
る
介
護
な

ど
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
支
給

さ
れ
る
制
度
で
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　
特
別
障
害
者
手
当
は
、
重
度
の

障
が
い
に
よ
り
日
常
生
活
で
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

●
対
象
者
　
重
度
の
障
が
い
を
2

つ
以
上
有
す
る
方
ま
た
は
そ
れ
に

準
ず
る
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る

方◎
重
度
の
障
が
い
の
例

▽
両
眼
の
視
力
の
和
が
0
・
０
４

以
下
の
方

▽
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
の
和
が

100

デ
ジ
ベ
ル
以
上
の
方

▽
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
が

い
を
有
す
る
方
、
ま
た
は
両
上
肢

の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
方
、
も
し

く
は
両
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能

に
著
し
い
障
が
い
を
有
す
る
方

▽
両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
が

い
を
有
す
る
方
、
ま
た
は
両
下
肢

を
足
関
節
以
上
で
欠
く
方

●
注
意
事
項
　
次
の
場
合
、
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
施
設
に
入
所
中
の
方

▽
3
カ
月
以
上
継
続
し
て
病
院
ま

た
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
方

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　

障
害
児
福
祉
手
当
は
、
常
時
介

護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
20
歳
未

満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
者　

重
度
の
障
が
い
を
1

つ
以
上
有
す
る
方

◎
重
度
の
障
が
い
の
例

▽
両
眼
の
視
力
の
和
が
0
・
０
２

以
下
の
方

▽
両
耳
の
聴
力
が
補
聴
器
を
用
い

て
も
音
声
を
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
程
度
の
方

▽
両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く

方●
注
意
事
項　

次
の
場
合
、
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
児
童
入
所
施
設
ま
た
は
社
会
福

祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
方

▽
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方

◎
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
の
支
給
に
は
、
支
給
対
象

者
・
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。

　
所
得
制
限
の
基
準
や
障
が
い
の

程
度
な
ど
の
詳
細
は
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
課　

（
☎
37
２
１
０
９
）

図書館
　からのお知らせ

●問い合わせ先　
図書館（☎ 37-2630）

　

本
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、

古
本
市
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　

11
月
3
日
（
日
）
10
時

～
16
時

●
場
所　

振
興
公
社
振
興
ビ
ル
７

階
（
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

古
本
市
を
開
催
し
ま
す

古
本
を
提
供
く
だ
さ
い

　
「
古
本
市
」
に
家
庭
で
不
用
に

な
っ
た
本
を
提
供
く
だ
さ
い
。
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
期
限
　
10
月
24
日
（
木
）

●
場
所　

図
書
館
１
階
事
務
室

●
本
の
種
類　

▽
単
行
本
▽
新
書

▽
文
庫
▽
絵
本

※
雑
誌
は
除
き
ま
す
。

●
留
意
事
項　

▽
無
料
に
よ
り
提
供
願
い
ま
す
。

▽
「
古
本
市
」
で
残
っ
た
本
は
、

図
書
館
が
処
分
し
ま
す
。
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　「紙マーク」のついている紙製容器包装（ティッシュやお菓子の箱、紙袋、
包装紙など）は、貴重な資源です。燃やすごみの日ではなく、ひもで縛って
紙類の日に捨ててください。
　市民の皆さんの力でリサイクルを推進しましょう。

●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）

お菓子やティッシュの箱は紙類の日に捨てましょう

紙マーク

　

東
京
都
稲
城
市
（
友
好
都
市
）
で
の
宿
泊
費
を
助
成
し
ま
す

宿
泊
施
設
利
用
助
成
制
度　

　

本
市
の
友
好
都
市
で
あ
る
東
京

都
稲
城
市
と
の
交
流
推
進
を
目
的

と
し
て
、
市
が
指
定
す
る
稲
城
市

内
の
宿
泊
施
設
を
利
用
す
る
方
に
、

宿
泊
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方

▽
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

▽
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
方
ま

た
は
勤
務
す
る
方

▽
市
内
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特

別
支
援
学
校
ま
た
は
看
護
専
門
学

校
に
在
籍
す
る
方

▽
市
長
が
特
に
認
め
た
方
（
例
＝

保
護
者
な
ど
）

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
施
設

▽
名
称
＝
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル

ち
ゃ
ぼ

▽
住
所
＝
東
京
都
稲
城
市
矢
野
口

２
６
６
番
地
6

▽
電
話
番
号
＝
０
４
２
―
３
７
９

―
６
６
７
７

●
助
成
の
内
容

▽
大
人
（
中
学
生
以
上
）

１
泊
に
つ
き
３
、
０
０
０
円

※
宿
泊
費
を
限
度
。

▽
小
人
（
小
学
生
以
下
）

１
泊
に
つ
き
１
、
５
０
０
円

※
宿
泊
費
を
限
度
。
宿
泊
費
が
必

　

要
の
な
い
未
就
学
児
は
対
象
外
。

●
利
用
方
法

①
対
象
宿
泊
施
設
に
直
接
宿
泊
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
「
相
馬
市
宿
泊
施
設
利
用
助
成

券
交
付
申
請
書
」
を
申
請
先
窓
口

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
し
、

申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
の
際
は
、

対
象
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
学
生
証
、
在
勤
証
明
書
な

ど
）を
持
参
の
上
、提
示
く
だ
さ
い
。

③
審
査
後
、助
成
券
を
発
行
し
ま
す
。

④
宿
泊
当
日
、
対
象
施
設
の
入
室

手
続
き
（
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
）
の
際

に
助
成
券
を
提
出
の
上
、
宿
泊
費

を
支
払
い
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項
な
ど

▽
助
成
券
は
、
現
地
精
算
の
場
合

の
み
利
用
で
き
ま
す
。

※
事
前
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
し
た

　

場
合
に
は
使
え
ま
せ
ん
。

▽
今
年
度
の
予
定
金
額
を
超
え
た

場
合
に
は
申
請
を
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

●
稲
城
市
の
紹
介
　
稲
城
市
は
、

南
多
摩
地
区
の
東
端
に
位
置
し
、

里
山
や
梨
園
な
ど
の
懐
か
し
い

風
景
が
広
が
る
一
方
で
、
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
一
角
の
街
並
み

も
併
存
す
る
レ
ト
ロ
で
モ
ダ
ン
な

街
で
す
。

　

豊
か
な
緑
と
多
摩
川
な
ど
の
水

に
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
、
都
心

か
ら
電
車
で
30
分
圏
内
と
い
う
利

便
性
も
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

【
イ
ベ
ン
ト
情
報
】

▽
第
18
回
Ｉ
の
ま
ち　

い
な
ぎ
市

民
ま
つ
り
＝
10
月
25
日
（
金
）
～

27
日
（
日
）　

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

千
客

万
来
館
（
☎
26
４
８
４
８
）

Happy Halloween!
英語と仮装で
　　　ハロウィーン祭

国際交流イベント

　

外
国
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
英
語

で
話
し
な
が
ら
、
異
文
化
に
触
れ

て
み
ま
せ
ん
か
？　

　

ど
な
た
で
も
、
仮
装
で
の
参
加

大
歓
迎
で
す
の
で
、
友
人
な
ど
を

誘
っ
て
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

10
月
20
日
（
日
）
11
時

～
13
時
30
分

※
受
け
付
け
＝
10
時
30
分

●
場
所　

ア
ム
ウ
ェ
イ
ハ
ウ
ス

（
馬
場
野
字
山
越
）

●
参
加
費　

500
円
（
昼
食
代
）

●
対
象
人
数　

先
着
40
人

●
主
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
相
馬
国
際

交
流
の
会　

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

荒

（
☎
０
８
０
―
５
２
２
０
―

６
２
９
８
）
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収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
保
険
料
を
「
免
除
」
ま
た

は
「
納
付
猶
予
」
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
2
年
1
カ
月
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

●
免
除
制
度　

本
人
、
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
所
得
に
よ
っ
て
、

保
険
料
が
全
額
ま
た
は
一
部
（
4

分
の
3
、
半
額
、
4
分
の
1
）
免

除
さ
れ
ま
す
。

●
納
付
猶
予
制
度　

50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所

得
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度　

学
生
の

方
は
、
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請
さ
れ
る

方
は
学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在

学
証
明
書
（
原
本
）
を
持
参
く
だ

さ
い
。

●
失
業
を
理
由
と
し
た
免
除
申
請

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た

は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な

ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
追
納
制
度　

免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
の
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
と
比
べ
、
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
減
り
ま
す
。
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険
料
を

納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
で
年
金

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

　
　
　
　
　
　

申
請
を
お
忘
れ
な
く
！

額
は
減
り
ま
せ
ん
。

※
3
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場

　

合
、
当
時
の
保
険
料
に
加
算
額

　

が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め
の
追

　

納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度　

　

出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日

以
降
の
方
は
、
所
得
に
関
係
な
く

産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
が
免
除

さ
れ
ま
す
。
申
請
さ
れ
る
方
は
母

子
健
康
手
帳
な
ど
を
持
参
く
だ
さ

い
。

●
申
請
方
法　

保
険
年
金
課
ま
た

は
相
馬
年
金
事
務
所
へ
申
請
く
だ

さ
い
。

※
代
理
人
申
請
の
場
合
、
本
人
の

　

は
ん
こ
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

▽
保
険
年
金
課（
☎
37
２
１
４
１
）

▽
日
本
年
金
機
構
相
馬
年
金
事
務

所
（
☎
36
５
１
７
２
）

※
音
声
案
内
が
聞
こ
え
ま
し
た
ら
、

　

5
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
2
年
度
の
市
立
幼
稚
園
の

入
園
希
望
者
を
、
次
に
よ
り
募
集

し
ま
す
。　
　

●
募
集
期
間　

10
月
1
日
（
火
）

～
11
月
15
日
（
金
）

※
12
月
2
日
以
降
、
募
集
定
員
に

　

満
た
な
い
場
合
は
、
休
園
を
決

　

定
し
た
園
を
除
き
、
募
集
期
間

　

後
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

●
対
象
児

▽
５
歳
児　

平
成
26
年
4
月
2
日

～
平
成
27
年
4
月
1
日
生
ま
れ

▽
４
歳
児　

平
成
27
年
4
月
2
日

～
平
成
28
年
4
月
1
日
生
ま
れ

▽
市
内
に
住
所
が
あ
る
幼
児　

（
保
護
者
も
同
様
）

※
震
災
の
影
響
で
市
内
に
居
住
し

　

て
い
る
市
外
の
方
は
、
学
校
教

　

育
課
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

●
募
集
定
員　

次
の
表
の
と
お
り

【
預
か
り
保
育
】

●
対
象
者　

市
立
幼
稚
園
に
通
う

園
児

●
預
か
り
保
育
の
種
類

▽
常
時
預
か
り
保
育
＝
名
簿
に
登

録
さ
れ
、
年
間
を
通
し
て
預
か
り

ま
す
。

▽
臨
時
預
か
り
保
育
＝
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
な
い
幼
児
を
在
園
児

で
臨
時
的
に
預
か
り
ま
す
。

●
実
施
す
る
園　

3
人
以
上
の
希

望
が
あ
る
園

●
預
か
り
日　

次
の
日
を
除
い
た

日
に
実
施

①
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

②
8
月
13
日
～
16
日

③
年
末
・
年
始
（
12
月
29
日
～
1

月
3
日
）

④
教
育
委
員
会
が
特
に
指
定
し
た

日※
都
合
に
よ
り
実
施
で
き
な
い
場

　

合
は
、
事
前
に
保
護
者
に
連
絡

　

し
ま
す
。

●
預
か
り
時
間　

月
～
金
曜
日
で

教
育
時
間
終
了
後
～
18
時

●
預
か
り
保
育
料

▽
常
時
預
か
り
保
育
＝
月
額
３
、

０
０
０
円

▽
臨
時
預
か
り
保
育
＝
日
額

300
円

※
幼
児
教
育
保
育
無
償
化
に
よ
り
、

　

保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け

　

た
園
児
は
、
利
用
実
績
に
応
じ

　

て
、
預
か
り
保
育
料
が
減
額
と

　

な
り
ま
す
。（
別
途
申
請
が
必

　

要
で
す
）

●
申
し
込
み
方
法

▽
常
時
預
か
り
保
育

　

常
時
預
か
り
保
育
申
込
書
を
幼

稚
園
に
提
出
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す
。

▽
臨
時
預
か
り
保
育

　

預
か
り
保
育
を
希
望
す
る
日
ま

で
に
臨
時
預
か
り
保
育
申
込
書
を

幼
稚
園
に
提
出
く
だ
さ
い
。
申
込

書
は
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す
。

※
幼
児
教
育
保
育
無
償
化
の
詳
細

　

の
案
内
は
、
各
幼
稚
園
を
通
し

　

て
配
布
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課

（
☎
37
２
１
８
５
）

幼稚園名 定員（人） 電話番号4 歳児 5 歳児

大野 35 35 35-1962

八幡 35 35 36-3808

飯豊 35 70 35-6756

日立木 35 35 35-0591 市
立
幼
稚
園　

園
児
募
集

●
入
園
手
続
き　

各
市
立
幼
稚
園

に
あ
る
入
園
願
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
希
望
す
る
幼
稚
園
に
提

出
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
在
園
中
で
引
き
続
き
通

　

園
さ
れ
る
方
の
手
続
き
は
不
要
。

●
保
育
料
月
額　

幼
児
教
育
保
育

無
償
化
に
よ
り
、
無
料
で
す
。

※
教
材
費
な
ど
は
別
途
支
払
い
。

お知 せら
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忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
・
脱
退
を
す
る
と
き
や
、
国
民
年
金
に
加
入
・

種
別
を
変
更
す
る
と
き
に
は
、
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
必
ず
14
日
以
内

に
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

事
由
発
生
日
か
ら
数
カ
月
遅
れ
て
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
の
加
入

の
届
け
出
を
し
た
場
合
、
事
由
発
生
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
資
格
取
得
を
す

る
こ
と
に
な
り
、
保
険
税
（
料
）
も
資
格
取
得
し
た
月
か
ら
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

●国民健康保険の届け出が必要なとき
▽国保に加入するとき

こんなとき 届け出に必要なもの 事由発生日

職場の健康保険
を脱退したとき 健康保険を脱退した日がわかる証

明書（資格喪失証明書など）、はん
こ

健康保険の資格
を喪失した日職場の健康保険

の扶養を脱退し
たとき

▽国保を脱退するとき
こんなとき 届け出に必要なもの 事由発生日

就 職 な ど に よ り
職 場 の 健 康 保 険
に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保

険証（職場の保険証が交付されて
いない場合は、健康保険資格取得
証明書）、はんこ

職場の健康保険
を取得した日

職 場 の 健 康 保 険
の 扶 養 に 認 定 さ
れたとき

職場の健康保険
の扶養になった
日

●
国
民
年
金
の
届
け
出
が
必
要
な

と
き

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
種
別

は
職
業
な
ど
に
よ
り
3
つ
の
種
別

に
分
か
れ
、
加
入
手
続
き
や
保
険

料
の
納
付
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
加
入

す
る
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。

種別 加入対象者および保険料の納付方法

第 1 号被保険者
職場の厚生年金保険、共済年金に加入していない方
▽対象者　学生・自営業者など
▽納付方法　被保険者が個別に保険料を納付

第 2 号被保険者
職場の厚生年金保険、共済年金に加入している方
▽対象者　会社員・公務員など
▽納付方法　勤務先を通じて保険料を納付

第 3 号被保険者 配偶者が第 2 号被保険者でその扶養に入っている方
▽保険料の個別負担はありません

●国民年金被保険者の種別

▽国民年金第１号被保険者に加入するとき
こんなとき 届け出に必要なもの 事由発生日

職場を退職したとき
健康保険を脱退した日がわかる証
明書（資格喪失証明書など）

厚生年金保険、共済
年金の資格を喪失し
た日配偶者が職場を退職し

たとき

収入の増加や離婚など
により、配偶者の扶養
でなくなったとき

配偶者の扶養でなくなった日がわ
かる証明書（資格喪失証明書など）

配偶者の扶養でなく
なった日

▽国民年金第 2 号および第 3 号被保険者に加入するとき
こんなとき 加入の届け出

就職などにより職場の厚生年金保険
などに加入したとき 勤務先を通じて年金事務所へ届け出

職場の厚生年金保険などに加入して
いる配偶者に扶養されるようになっ
たとき

配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届
け出

国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金

そ

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
！

●
届
出
・
問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課

▽
国
保
に
関
す
る
こ
と
＝　

☎
37
２
１
４
０

▽
年
金
に
関
す
る
こ
と
＝

☎
37
２
１
４
１
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相馬福島道路
―  復興支援道路  ―

相馬福島道路の工事状況をお知らせします。
今回は、相馬西道路の塩手山トンネルと横川
工区の状況です。（9 月現在）

◎進ちょく状況は、市役所 2 階にも掲示しています。
◎磐城国道事務所のホームページ (http://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/) でもご覧いただけます。
●問い合わせ先　国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 相馬出張所（☎ 35-1145）

舗装および中央分離帯が完成しました

塩手山トンネル横川工区

横川高架橋の擁壁の一部が完成しました

●

塩手山トンネル

横川高架橋

国道 115 号

わ
く
わ
く
フ
ラ
ワ
ー
教
室

●
開
催
日　

10
月
26
日
（
土
）

●
場
所　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
多
目

的
ホ
ー
ル

【
ア
ク
ア
ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
作
り
】

●
開
催
時
間
　
10
時
30
分
～
12
時

●
定
員　

50
人

●
対
象　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。

※
3
歳
以
下
の
お
子
さ
ん
は
保
護

　

者
と
一
組
と
な
り
一
つ
作
成
し

　

ま
す
。

●
参
加
料　

1
人

500
円

【
ジ
ェ
ル
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り
】

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
イ
ベ
ン
ト
情
報

●
開
催
時
間　

13
時
30
分
～
15
時

●
定
員　

30
人

●
対
象　

中
学
生
以
上

●
参
加
費　

1
人

500
円

◎
共
通
事
項

●
申
し
込
み
方
法
　
10
月
10
日

（
木
）
10
時
か
ら
、
電
話
に
よ
り

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
詳
細
は
申
し
込
み
の
際
に
確
認

　
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相

馬
共
同
火
力
発
電
株
式
会
社
新

地
発
電
所
内
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

（
☎
62
４
７
２
２
、
フ
ァ
ク
ス

62
５
９
８
８　

9
時
～
17
時
）

▽
休
館
日　

毎
週
月
曜
日
（
月
曜

日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）
お

よ
び
年
末
年
始

和
の
お
も
て
な
し
　
市
役
所
茶
席

　

市
は
、
来
庁
い
た
だ
い
た
市
民

の
皆
さ
ん
が
お
く
つ
ろ
ぎ
い
た
だ

け
る
よ
う
、「
市
役
所
茶
席
」
を

催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

10
月
24
日
（
木
）
11
時

～
14
時

●
場
所　

市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー

●
内
容　

抹
茶
と
菓
子
を
振
る
舞

い
ま
す
。

※
先
着

100
人
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯
学
習
課

（
☎
37
２
２
７
８
）

　

県
は
、
10
月
を
「
不
正
軽
油
撲

滅
強
化
月
間
」
と
定
め
、「
不
正

軽
油
を
作
ら
な
い
・
売
ら
な
い
・

買
わ
な
い
・
使
わ
な
い
」を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
関
係
団
体
と
協
力
し
て

不
正
軽
油
の
排
除
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

軽
油
に
課
税
さ
れ
る
軽
油
引
取

税
を
脱
税
す
る
目
的
で
、
軽
油
に

灯
油
や
重
油
を
混
ぜ
る
な
ど
し
て

製
造
さ
れ
る
燃
料
、い
わ
ゆ
る「
不

正
軽
油
」
が
正
常
な
軽
油
と
偽
っ

て
販
売
、
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例

が
あ
り
ま
す
。

　

不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に
は
、

皆
さ
ん
の
協
力
と
情
報
提
供
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

　

不
正
軽
油
の
情
報
提
供
は
、
県

庁
税
務
課
ま
た
は
最
寄
り
の
地
方

振
興
局
県
税
部
ま
で
連
絡
く
だ
さ

い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

▽
県
庁
総
務
部
税
務
課
（
☎
０
２

４
―
５
２
１
―
７
２
０
５
、
フ
ァ

ク
ス
０
２
４
―
５
２
１
―
７
９
０

５
）

▽
相
双
地
方
振
興
局
県
税
部
（
☎

26
１
１
２
７
、
フ
ァ
ク
ス
26
１
１

２
８
）

10
月
は
不
正
軽
油

撲
滅
強
化
月
間

●

横川工区

お知 せら


